
市議案第５０号 

   動産の買入れについて 

 

 次のとおり動産を買い入れるものとする。 

 

 

  令和８年（２０２６年）６月２日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

動  産  名 買 入 れ 金 額 買 入 れ 先 

 

 

豊中市立走井学校給食センター

小 型 貫 流 蒸 気 ボ イ ラ ー 

 

 

35,200,000 円 株式会社太陽テック 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の動産を買い入れたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第３条の規定により提案

するものである。  
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　から

　まで

No. 第３回 （円） 第４回 （円） 落札比率

1
80.00%

2

入 札 結 果 表 　件　　　　名 　　　　 場　　　　　　　　　所

豊中市立走井学校給食センター小型貫流蒸気ボイラー 豊中市立走井学校給食センター　　豊中市走井３丁
目２７番の１

担　当　部　（局）　課　（室）

教育委員会　学校給食課仮　契　約　日 令和8年5月15日

契 約 業 者 名 （株）太陽テック 履行期間
本契約締結日

契約方法
一般競争入札
落札

種別 産業用機械器具
令和8年8月21日

契　約　金　額 35,200,000 契　約　業　者
所　　在　　地

大阪府豊中市熊野町４－１－１４
電　　　　　　送 令和 8年  4月  21日 午前   9 時 00 分

（内消費税額） 3,200,000

予定価格（税込） 44,000,000 最低制限価格（税込） 設定なし 落 札 金 額 35,200,000
入　 　　　 　札

令和 8年  5月　13日 午後　3 時 00 分

予定価格（税抜） 40,000,000 最低制限価格（税抜） 設定なし 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 第１入札室

合　算　又　は　按　分　状　況 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 （円） 第２回 （円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52277-0
(株)太陽テック

落札
32,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56663-0
オーディーエー(株) 34,800,000

概　　　　　　　　　要
走井学校給食センターの小型貫流蒸気ボイラー2基の調達

備　　　　　　　　　　考
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業者経歴表

千円 千円

（株）太陽テック 2,200

件　　名 豊中市立走井学校給食センター小型貫流蒸気ボイラー

業　　　者　　　名 資　本　金 主な経歴 請負金額 発注者 備考

52277-0
　共同利用施設小曽根センターエアコン 豊中市

50,000
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豊中市立走井学校給食センター小型貫流蒸気ボイラー概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番号 資器材名称 メーカー・形式等
必要
数量

数量
単位

備考

1 ボイラー 三浦工業株式会社製　ＳＱ－２０００ＣＳ１３Ａ 2 基

2 付属消耗品一式 1 式

１．ガス流量計取り付けキット　2個
２．ケーシングキット（左使用）　1個
３．ケーシングキット（右使用）　1個
４．排気筒測定孔直筒　φ300　1000L　2本
５．排気筒片フランジ　φ300　1000L　2本
６．全自動軟水装置　1基　（ボイラー2基に対応できる能力を有すること）
７．軟水装置用流水量計　1個
８．ポールスタンドセット　1個
９．軟水装置水位制御用モーターバルブ　1個
１０．仕切弁　2個
１１．薬注装置　2個（125ℓタンク　ボイラーと連動で動作すること）
１２．その他軽微な消耗品（POG相当）含む
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市議案第５１号 

 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大

阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、大

阪広域水道企業団の共同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真市に係る水

道事業の経営に関する事務を追加すること並びにこれに伴う大阪広域水道企業

団規約の変更について、関係市町村と協議する。 

 

令和８年（２０２６年）６月２日提出 

 

豊中市長  長 内 繁 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真市に係

る水道事業の経営に関する事務を追加することに伴い、大阪広域水道企業団規

約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により提案するものである。 
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大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約  

 

大阪広域水道企業団規約（平成 22年 11月２日大阪府知事許可）の一

部を次のように変更する。  

次の表の変更前の欄に掲げる規定を同表の変更後の欄に掲げる規定

に下線で示すように変更する。  

変更後  変更前  

別表第２（第３条関係）  

岸和田市、泉大津市、八尾市、富田林市、
箕面市、柏原市、門真市、高石市、藤井
寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、
阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取
町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千
早赤阪村  

 

別表第２（第３条関係）  

岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市、
高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、
大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、
忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、
河南町、千早赤阪村  

 

附  則  

この規約は、令和９年４月１日から施行する。  
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